
監  査  報  告  書  

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 １ ０ 日  

公 益 財 団 法 人 ひ ょ う ご 産 業 活 性 化 セ ン ター  

理 事 長  楠  見   清  様  

監  事    河  井  友  之   

当 セ ン タ ー の 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら平 成２ ５ 年３月 ３１ 日ま

での 平成 ２ ４ 年度 の理 事の職 務の 執 行 につい て 監査を 行い まし た

ので 、「 一 般 社団 法人 及び一 般財 団 法 人に関 す る法律 」第 １９ ７

条に おい て 準 用す る第 ９９条 第１ 項 の 規定に 基 づき、 本監 査報 告

書を 作成 し 、 以下 のと おり報 告い た し ます。  

１ ． 監 査 の 方 法 及 び そ の 内 容  

理 事 及 び 使 用 人 か ら そ の 職 務 の 執 行 状 況 に つ い て 報 告 を 受 け 、

必要 に応じ て 説明 を 求め 、業 務及 び 財産 の状 況 を調査 し、 当該

年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 び そ の 付 属 明 細 書 に つ い て 監 査 し ま し た 。 

ま た 、 理 事 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定款 に適 合 するこ とを 確

保す るため の 体制 そ の他 一般 社団 法 人の 業務 の 適正を 確保 する

ため に必要 な もの と して 「一 般社 団 法人 及び 一 般財団 法人 に関

する 法律施 行 規則 」 第６ ２条 にお い て準 用す る 第１４ 条に 定め

る体 制の整 備 に関 す る理 事会 の決 議 の内 容及 び 当該決 議に 基づ

き整 備され て いる 体 制（ 内部 統制 シ ステ ム） の 状況を 監査 しま

した 。  

さ ら に 、 会 計 監 査 人 か ら そ の 職 務 の 執行 状況 に ついて 報告 を

受け 、会計 監 査人 が 独立 の立 場を 保 持し 、か つ 、適正 な監 査を

実施 してい る かを 検 証し まし た。  

ま た 、 会 計 監 査 人 か ら 「 職 務 の 遂 行 が適 正に 行 われる こと を

確保 するた め の体 制 」（ 一般 社団 法 人及 び一 般 財団法 人に 関す

る法 律施行 規 則第 ４ ２条 各号 に掲 げ る事 項） を 「監査 に関 する



品質 管理基 準 」（ 平 成 17年 10月 28日 企 業 会 計 審 議 会 ） 等 に 従 っ

て 整 備 して い る旨 の 通知 を受 ける と とも に、 当 該事業 年度 にか

かる 計算書 類 （貸 借 対照 表、 損益 計 算書 等） 及 びその 付属 明細

書に ついて 監 査し ま した 。  

２ ． 監 査 の 結 果  

（ １ ） 事 業 報 告 書 等 の 監 査 結 果  

① 事 業 報 告 及 び そ の 付 属 明 細 書 は 、 法 令及 び定 款 に従い 、法

人の 状況を 正 しく 示して いる もの と 認め ます 。  

② 理 事 の 職 務 の 執 行 に 関 す る 不 正 の 行 為又 は法 令 もしく は定

款に 違反す る 重大 な事実 は認 めら れ ませ ん。  

③ 内 部 統 制 シ ス テ ム に 関 す る 理 事 会 決 議の 内容 は 相当で ある

と認 めます 。 また 、当該 内部 統制 シ ステ ムに 関 する理 事の

職務 の執行 に つい ても、指摘 す べき 事 項は 認め ら れま せん 。 

（ ２ ） 計 算 書 類 及 び そ の 付 属 明 細 書 の 監査結 果  

会 計 監 査 人 あ ず さ 監 査 法 人 の 監 査 の 方法 及び 結 果は相 当で

ある と認 め ま す。  






